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(57)【要約】
【課題】複数の発光素子を搭載した構成でありながら、
輝度ムラや色度ムラが小さく、かつ、光の取り出し効率
に優れた発光装置を提供する。
【解決手段】基板上に実装された発光素子の上面を未硬
化の樹脂で覆い、その上に板状部材を配置する第１工程
と、樹脂および板状部材の側面の周囲に、未硬化の状態
で流動性のある反射性樹脂材料を充填することにより、
板状部材の側面全体を反射性樹脂材料で覆う第２工程と
を行う。このとき板状部材として、上面の周縁に設けら
れた樹脂這い上がり防止領域と、前記樹脂這い上がり防
止領域に囲まれた凹凸加工領域とを備えるものを用いる
ことにより、未硬化の樹脂または未硬化の反射性樹脂材
料が板状部材の側面から上面に這い上がることを防止す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、該基板上に実装された１以上の発光素子と、前記発光素子上に配置された樹脂
層と、前記樹脂層の上に搭載された板状部材と、前記樹脂層および板状部材の周囲に充填
された反射性樹脂部材とを有し、
　前記板状部材は、上面の周縁に設けられた平滑な縁領域と、前記縁領域に囲まれた凹凸
加工領域とを備え、
　前記反射性樹脂部材は、前記板状部材の側面全体を覆っていることを特徴とする発光装
置。
【請求項２】
　基板と、該基板上に実装された１以上の発光素子と、前記発光素子上に配置された樹脂
層と、前記樹脂層の上に搭載された板状部材と、前記樹脂層および板状部材の周囲に充填
された反射性樹脂部材とを有し、
　前記板状部材は、上面の周縁に設けられた、樹脂這い上がり防止領域と、前記樹脂這い
上がり防止領域に囲まれた凹凸加工領域とを備え、
　前記反射性樹脂部材は、前記板状部材の側面全体を覆っており、
　前記樹脂這い上がり防止領域には、未硬化の樹脂をはじく材料の層が配置されているこ
とを特徴とする発光装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の発光装置において、前記板状部材の上面には、前記発光素子
の直上部分に、平滑な直上領域がさらに設けられていることを特徴とする発光装置。
【請求項４】
　基板上に実装された発光素子の上面を未硬化の樹脂で覆い、その上に板状部材を配置す
る第１工程と、
　前記樹脂および板状部材の側面の周囲に、未硬化の状態で流動性のある反射性樹脂材料
を充填することにより、前記板状部材の側面全体を前記反射性樹脂材料で覆う第２工程と
を有し、
　前記板状部材として、上面の周縁に設けられた樹脂這い上がり防止領域と、前記樹脂這
い上がり防止領域に囲まれた凹凸加工領域とを備えるものを用いることを特徴とする発光
装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子からの光を波長変換層で変換する発光装置およびその製造方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　発光素子からの光の一部を波長変換層により異なる波長の光に変換し、発光素子からの
光と混合して出射する発光装置が知られている。例えば、特許文献１には、セラミックや
樹脂などの基板上に複数個の発光素子を並べ、発光素子３の真上に蛍光体含有樹脂で形成
した波長変換層を配置した発光装置が開示されている。波長変換層の上面には、透明板が
搭載されている。特許文献２には、キャビティ内に発光素子を配置し、発光素子の側面お
よび上面を覆うようにキャビティ内に蛍光体含有樹脂を充填した発光装置が開示されてい
る。蛍光体含有樹脂の上面には、透明板が搭載されている。
【０００３】
　また、特許文献３には、キャビティを有するケーシング内に複数の発光素子を配置し、
キャビティの上部開口を透明板で覆った発光装置が開示されている。透明板の端面から光
を出射されるのを防ぐために、透明板の端面の周りの空間が光吸収材料により充填されて
いる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００８－５０７８５０号公報
【特許文献２】特開２００６－４８９３４号公報
【特許文献３】特表２００９－６０１１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　複数の発光素子を基板やキャビティ内に並べて配置した発光装置は、複数の発光素子を
隙間なく配置することができないため、発光素子の間隙部分と、発光素子の直上部分とで
輝度ムラや色度ムラが生じやすい。また、単数の発光素子を配置する場合であっても発光
素子直上部分と周辺領域においては輝度むらや色度ムラが生じやすい。
【０００６】
　この輝度ムラや色度ムラを解決するためには、波長変換層の上面やキャビティの開口に
保護等のために配置されている透明板の上面を粗面に加工し、透明板を出射する光を拡散
させることが考えられる。しかしながら、透明板の上面を粗面に加工すると、光の拡散効
果が得られる反面、液体に対する濡れ性が高くなる。このため、特許文献２のように透明
板の下部に蛍光体含有樹脂を充填する構成や、特許文献３のように透明板の端面の周囲に
光吸収材を充填する構成では、製造工程で未硬化の蛍光体含有樹脂や光吸収材が透明樹脂
の端面から上面に這い上がり、透明板の上面を汚してしまうという問題が生じる。透明板
の上面は、光の出射面であるため、這い上がった樹脂で汚染されていると、光の取り出し
効率が低下するとともに、光出射パターンに輝度ムラが生じる。
【０００７】
　本発明の目的は、輝度ムラや色度ムラが小さく、かつ、光の取り出し効率に優れた発光
装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の態様によれば、以下のような発光装置が提
供される。すなわち、基板と、基板上に実装された１以上の発光素子と、発光素子上に配
置された樹脂層と、樹脂層の上に搭載された板状部材と、樹脂層および板状部材の周囲に
充填された反射性樹脂部材とを有する。板状部材は、上面の周縁に設けられた平滑な縁領
域と、縁領域に囲まれた凹凸加工領域とを備える。反射性樹脂部材は、板状部材の側面全
体を覆っている。
【０００９】
　また、本発明の第２の態様によれば、以下のような発光装置が提供される。すなわち、
基板と、基板上に実装された１以上の発光素子と、発光素子上に配置された樹脂層と、樹
脂層の上に搭載された板状部材と、樹脂層および板状部材の周囲に充填された反射性樹脂
部材とを有する。板状部材は、上面の周縁に設けられた、樹脂這い上がり防止領域と、樹
脂這い上がり防止領域に囲まれた凹凸加工領域とを備える。反射性樹脂部材は、板状部材
の側面全体を覆っている。樹脂這い上がり防止領域には、未硬化の樹脂をはじく材料の層
が配置されている。
【００１０】
　上述の板状部材の上面には、発光素子の直上部分に、平滑な直上領域がさらに設けられ
ている構成にすることができる。
【００１１】
　また、本発明の第３の態様によれば発光装置の製造方法が提供される。すなわち、基板
上に実装された発光素子の上面を未硬化の樹脂で覆い、その上に板状部材を配置する第１
工程と、樹脂および板状部材の側面の周囲に、未硬化の状態で流動性のある反射性樹脂材
料を充填することにより、板状部材の側面全体を前記反射性樹脂材料で覆う第２工程とを
有する製造方法である。板状部材として、上面の周縁に設けられた樹脂這い上がり防止領
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域と、樹脂這い上がり防止領域に囲まれた凹凸加工領域とを備えるものを用いる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、板状部材の上面の凹凸加工領域を設けることにより、光の散乱により
輝度ムラおよび色度ムラを低減できる。しかも、板状部材の上面の周縁の平滑な領域また
は樹脂這い上がり防止領域が、板状部材の周囲もしくは下部に樹脂を充填する際に未硬化
の樹脂が板状部材の上面に這い上がる現象を防ぐ。よって、板状部材の上面の凹凸加工領
域の樹脂で汚染することがなく、光の取り出し効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態１の発光装置の（ａ）上面図、（ｂ）断面図。
【図２】図１の透明板１の上面図。
【図３】（ａ）～（ｄ）実施形態１の発光装置の製造工程を示す断面図。
【図４】実施形態２の発光装置に用いる透明板１の上面図。
【図５】実施形態１の平滑な縁１ｂを凹加工１ｃにより形成した透明板１の断面図。
【図６】実施形態２の平滑な縁１ｂを凹加工１ｃにより形成した透明板１の断面図。
【図７】実施形態３の発光装置に用いる透明板１の上面図。
【図８】実施形態３の透明板１に直上領域２を設けた例の上面図。
【図９】実施形態４の発光装置の断面図。
【図１０】（ａ）～（ｄ）実施形態４の発光装置の製造工程を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施の形態の発光装置について説明する。
【００１５】
　（実施形態１）
　図１（ａ）、（ｂ）に、実施形態１の発光装置の上面図および断面図を示す。上面に配
線が形成された実装基板１０の上に、１以上のフリップチップタイプの発光素子１１が、
複数のバンプ１２により接合され、実装されている。複数の発光素子１１の間には、所定
の間隔があけられている。
【００１６】
　発光素子１１の上面および側面は、波長変換層２４で被覆されている。波長変換層２４
は、蛍光体粒子を樹脂や無機バインダーに混練・分散させた材料によって形成されている
。
【００１７】
　波長変換層２４の上には、発光素子１１を保護するために透明板１が搭載されている。
図１の発光装置では、波長変換層２４と透明板１を上面から見た大きさが同じであり、こ
れらの側面は一致した位置にある。
【００１８】
　実装基板１０の上面には外周部に沿ってリング１６が配置されている。波長変換層２４
および透明板１の側面と、リング１６との間の空間は、拡散反射部材１５が配置されてい
る。拡散反射部材１５は、樹脂や無機材料のバインダーに光散乱性の粒子を混合した材料
を、未硬化の状態で発光素子１１と枠体の間の空間に注入し、硬化させることによって形
成されている。
【００１９】
　拡散反射部材１５は、波長変換層２４および透明板１の側面全体を覆い、かつ、透明板
１上面を越えない厚さであることが望ましい。所望の配光パターンのカットオフラインの
形成のためである。拡散反射部材１５の厚さは、充填する未硬化の拡散反射部材１５の量
を調整することにより制御できる。
【００２０】
　透明板１の上面（光の出射面側）は、図２に示すように、大部分の領域１ａが粗面（凹
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凸面）に加工されている。発光素子１１からの光を拡散して出射するためである。凹凸面
の粗さRaは、光拡散の効果を得るためにRa＝０．５以上２．０以下の範囲であることが好
ましい。透明板１の大きさは、配列された素子１１の全体よりも大きいことが望ましい。
【００２１】
　透明板１の上面が凹凸面に加工されている場合、透明板１の上面の液体に対する濡れ性
が高くなり、製造工程において未硬化の波長変換層２４や未硬化の拡散反射部材１５を構
成する樹脂が、透明板１の上面に這い上がり、透明板１の上面を一部覆ってしまう現象が
生じる可能性がある。これを防止するために、本実施形態では、透明板１の上面の縁に、
粗面加工を施さない平滑な領域である縁１ｂを設け、縁１ｂで囲まれた中央の領域１ａの
みを凹凸加工を施している。
【００２２】
　平滑な縁１ｂの幅は、平滑な縁１ｂを乗り越えて未硬化の樹脂が凹凸加工領域１ａに到
達しない幅であって、かつ、配光パターンに影響を与えない幅に設定することが望ましい
。未硬化の波長変換層２４や未硬化の拡散反射部材１５を構成する樹脂が、平滑な縁１ｂ
を乗り越えて這い上がるかどうかは、未硬化の樹脂の粘度や材質ならびに透明板１の材質
によって異なるため、予め実験等を行って適切な幅に設定することが望ましい。例えば、
透明板１がガラス製であり、未硬化の樹脂がシリコーン樹脂である場合、平滑な縁１ｂの
幅は、１０μｍ以上６０μｍ以下とすることができる。より具体的には１０μｍに設定す
ることが可能である。
【００２３】
　また、透明板１の側面から上面に、未硬化の波長変換層２４や未硬化の拡散反射部材１
５を構成する樹脂が這い上がらないようにするために、透明板１の上端の角部（上面と側
面とが交わる角部）は、明確なエッジ（曲率０．１ｍｍ以下）であることが望ましい。
【００２４】
　透明板１の下面は、空気層等を挟まず波長変換層２４と密着していることが望ましい。
また、透明板１の屈折率を波長変換層２４よりも大きくすることにより、発光素子１１か
ら出射された光が透明板１と波長変換層２４との界面で全反射されるのを防止することが
できる。
【００２５】
　透明板１は、発光素子１１の発光および波長変換層２４による変換後の光に対して透明
なものを用いる。例えば、ガラス等の無機材料や、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂等の透
明樹脂製の透明板１を用いることができる。
【００２６】
　波長変換層２４の蛍光体は、発光素子１１からの光を励起光として所望の波長の蛍光を
発する蛍光体を用いる。具体的には例えば、青色光を発する発光素子１１を用いる場合、
青色光により励起されて、黄色蛍光を発する蛍光体（例えばYAG蛍光体等）を用いる。こ
れにより、青色光と黄色光が混色された白色光を発する発光装置を提供できる。波長変換
層２４のバインダー樹脂としては、シリコーン樹脂、エポキシ等を用いることができる。
【００２７】
　拡散反射部材１５のバインダー樹脂としては、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、アルキ
ルシリケート、金属アルコラート等の樹脂を用いることができる。散乱材料（粒子）とし
ては、酸化チタン、酸化亜鉛、窒化硼素、窒化アルミ等の金属酸化物を用いることができ
る。
【００２８】
　実装基板１０として、例えば、Auなどの配線パターンが形成されたAlNセラミックス製
の基板を用いる。バンプ１２としては、例えばAuバンプを用いる。発光素子１１としては
、所望の波長光を出射するものを用意する。例えば、青色光を発するものを用いる。
【００２９】
　リング１６は、例えばセラミックリングを用いることができる。
【００３０】
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　本実施形態の発光装置の動作について説明する。発光素子１１から上方に出射される光
は、波長変換層２４に入射し、一部または全部が所定の波長の光に変換され、波長変換層
２４の上面から出射される。波長変換層２４の上面から出射される光は、透明板１に入射
し、透明板１の上面の凹凸加工領域１ｂにおいて散乱されて出射される。これにより、発
光素子１１と発光素子１１の間の間隔等に起因する色度ムラや輝度ムラを低減し、均一な
色度および輝度の光を所定の配光パターンで透明板１の上面から出射することができる。
【００３１】
　波長変換層２４および透明板１において側面方向に進行する光は、側面において拡散反
射部材１５によって反射されることにより進行方向を上面方向に変え、透明板１の上面に
おいて散乱されて出射される。
【００３２】
　本実施形態では発光素子１１の側面から拡散反射部材１５までの距離が短いため、発光
素子１１から横方向に出射された光が、透明板１の上面に到達するまでの光路長が短く、
波長変換層２４および透明板１による吸収の影響をほとんど受けず、高い効率で透明板１
の上面から出射できる。
【００３３】
　また、拡散反射部材１５を未硬化の状態で充填するため、発光素子１１に接近させて形
成することができ、発光面積の小さい発光装置を提供できる。しかも、発光面積が小さい
にも関わらず拡散反射部材１５によりキャビティを形成しているため、発光素子１１の側
面から出射された光の多くは、発光素子１１の内部に戻されず上面に向かい、光の取り出
し効率が向上する。
【００３４】
　つぎに、本実施形態の発光装置の製造方法について図３（ａ）～（ｄ）を用いて説明す
る。
【００３５】
　透明板１の上面には予め、縁１ｂを残し、領域１ａを所定の粗さＲａに凹凸加工を施し
ておく。凹凸加工方法としては、サンドブラスト等のセラミックス粒子等を透明板の表面
に衝突させ物理的に表面に凹凸を付ける方法や、弗酸等で化学的に表面に凹凸を付ける方
法等を用いることができる。
【００３６】
　まず、図３（ａ）のように、実装基板１０の上面の配線パターンに、フリップチップタ
イプの発光素子１１の素子電極をバンプ１２を用いて接合し、実装する。実装基板１０上
にリング１６を固定する。つぎに、蛍光体粒子をバインダーに混練したものを用意し、図
３（ｂ）のように印刷法やポッティング法により発光素子１１の上面および側面を所定の
厚さで被覆して、未硬化の波長変換層２４を形成する。
【００３７】
　図３（ｃ）のように、波長変換層２４が未硬化の状態で透明板１を搭載し、その後、波
長変換層２４を所定の条件で硬化させることにより、波長変換層２４を接着層として透明
板１をする。このとき、波長変換層２４は未硬化であるが、透明板１の上面に平滑な縁１
ｂが設けられていることと、透明板１の上端の角部のエッジが明確であることから、透明
板１の上面へ未硬化の波長変換層２４が這い上がらない。
【００３８】
　つぎに、散乱粒子をバインダーに混練した未硬化の拡散反射部材１５を用意し、図３（
ｄ）のように透明板１とリング１６との間の空間に充填する。このとき、透明板１の上面
と未硬化の拡散反射部材１５の液面が同じ高さになるように、充填量をコントロールする
。透明板１の上面は領域１ａが凹凸加工されているが、平滑な縁１ｂが設けられているこ
とと、透明板１の上端の角部のエッジが明確であることから、未硬化の拡散反射部材は、
透明板１の上面まで這い上がらず、透明板１の上面を覆わない。未硬化の拡散反射部材１
５の充填後、所定の条件で硬化させる。
【００３９】
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　以上により、本実施形態１の図１に示した発光装置を製造することができる。
【００４０】
　なお、上記の製造方法では、波長変換層２４を硬化させた後で拡散反射部材１５を充填
したが、未硬化の波長変換層２４の形状が変化しない程度に粘度を調整しておくことによ
り、波長変換層２４が未硬化の状態のまま次工程に進み、拡散反射部材１５を充填し、波
長変換層２４と拡散反射部材１５とを同時に硬化させることも可能である。
【００４１】
　また、波長変換層２４と透明板１との間に、透明部材層を配置し、透明部材層を接着層
として透明板１を固定することも可能である。
【００４２】
　実施形態１では、拡散反射部材１５を透明板１の搭載後に充填する製造工程を説明した
が、予め成形した拡散反射部材１５を基板１０上に搭載しておくことも可能である。この
場合、拡散反射部材１５の開口内に、発光素子１１を実装し、未硬化の波長変換層２４を
充填し、透明板１を搭載した後、未硬化の波長変換層２４を硬化させる。このとき、本実
施形態の透明板１を用いることにより、未硬化の波長変換層２４が透明板１の上面に這い
上がる現象を防止することができる。
【００４３】
　（実施形態２）
　実施形態２では、図４のように透明板１の上面において、発光素子１１の直上領域２を
発光素子１１の平滑な面とし、凹凸加工を施さない構成とする。他の構成は、実施形態１
と同じであるので説明を省略する。
【００４４】
　このように、発光素子１１の直上領域２を平滑な面とすることにより、発光素子１１か
ら発せられた光のうち、素子直上領域２に到達した光は散乱されずに出射されるため、直
上領域２の出射光の輝度を向上させることができる。
【００４５】
　また、色度ムラや輝度ムラの生じやすい発光素子１１と発光素子１１の間隙や素子周辺
については、凹凸加工された領域１ａにより光が散乱されるため、色度ムラや輝度ムラを
低減することができる。
【００４６】
　なお、平滑な素子直上領域２の形状は、発光素子１１の上面と同形状であっても、発光
素子１１の上面形状とは異なる円形等であってもよい。平滑な素子直上領域２のサイズは
、素子上面よりも小さいことが望ましい。
【００４７】
　上述の実施形態１、２では、透明板１の縁１ｂの領域に凹凸加工を施さないことにより
、平滑な縁１ｂを形成したが、平滑な縁１ｂの形成方法はこの方法に限られるものではな
い。例えば、透明板１の全面に凹凸加工を施した後、縁１ｂの表面領域に図５および図６
のように凹加工（ざぐり加工）１ｃを施し除去することにより、縁１ｂに平滑面を形成す
ることも可能である。図５は、実施形態１の図２の透明板１の断面図であり、図６は実施
形態２の図４の透明板１の断面図である。図５および図６のように凹加工１ｃにより縁１
ｂを平滑にした場合であっても、透明板１の上面への樹脂の這い上がりが防止される作用
は、実施形態１および２と同様に生じる。
【００４８】
　図５および図６のように平滑な縁１ｂを凹加工１ｃを施して形成することにより、大き
な板から複数の透明板１を容易に製造できる。具体的には、大きな板の全面に凹凸加工を
施した後、各透明板１の縁１ｂとなる領域に凹加工１ｃを施して平滑面とし、その後各透
明板１のサイズに切断するという工程で複数の透明板１を製造することができる。これに
より、透明板１の表面の凹凸加工時に、縁１ｂの領域を予めマスクで覆う必要がなく、大
きな板の透明板１全面に凹凸加工を施せばよく、凹凸加工が容易になる。また、凹加工１
ｃの工程と、切断工程は、連続的に行うことができるため、製造効率を高めることができ
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る。
【００４９】
　なお、図６の平滑な素子直上領域２を凹加工１ｃにより形成することも可能である。
【００５０】
　（実施形態３）
　実施形態３では、図７のように透明板１の上面の縁に、樹脂の這い上がり防止剤層を形
成した領域３を形成する。這い上がり防止剤層形成領域３は、平滑な領域であることがよ
り望ましいが、凹凸加工が施されていてもよい。
【００５１】
　這い上がり防止剤層形成領域３の幅は、這い上がり防止剤の材質、波長変換層２４およ
び拡散反射部材１５の樹脂の材質、ならびに透明板１の表面状態を考慮して決定する。具
体的には、この領域を乗り越えて未硬化の樹脂が凹凸加工領域１ａに到達しない幅であっ
て、かつ、配光パターンに影響を与えない幅に設定することが望ましい。予め実験等を行
って適切な幅に設定することが望ましい。
【００５２】
　這い上がり防止剤としては、未硬化の波長変換層２４および／または未硬化の拡散反射
部材１５をはじくもの、例えば純水の接触角が９０°以上であるものを用いる。具体的に
は、ポリテトラフルオロエチレン（PTFE)、四フッ化エチレン・六フッ化プロピレン共重
合体（FEP)、テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重体（PF
A)等のフッ素系ポリマーを用いることができる。
【００５３】
　這い上がり防止剤層の形成方法としては、刷毛塗り等による塗布や、ゴムプレート等の
別部材に這い上がり防止剤を塗布して、この部材を透明板１に押し付けて転写する方法や
、ディスペンサ等を用いて射出しながら塗布する方法を用いることが可能である。
【００５４】
　また、透明板１には、図８のように、発光素子の直上に平滑な領域２を設けることも可
能である。
【００５５】
　（実施形態４）
　実施形態４では、図９に断面図を示すように、発光素子１１側面に近い位置に傾斜した
反射面１３０を有する拡散反射部材１５を形成する。
【００５６】
　実装基板１０上にバンプ１２により発光素子１１が実装され、周囲にリング１６が配置
されている。この構造は、実施形態１と同様である。
【００５７】
　発光素子１１の上面には、傾斜した側面を有する波長変換層２４が搭載され、その上に
透明板１が搭載されている。透明板１は、実施形態１と同様に、上面に凹凸加工された領
域１ａと平滑な縁１ｂとを有する。透明板１の主平面方向の大きさは、配列された発光素
子１１全体よりも若干大きい。
【００５８】
　図９の例では、波長変換層２４の側面は、発光素子１１側に向かって凸の湾曲面となっ
ている。
【００５９】
　発光素子１１とリング１６との間の空間は拡散反射部材１５により充填されている。拡
散反射部材１５と波長変換層２４との境界で形成される傾斜面１３０が、発光素子１１お
よび透明板１の側面方向への出射光を反射する反射面となる。
【００６０】
　本実施形態２では、拡散反射部材１５は、バンプ１２の間を埋めるように、発光素子１
１の底面と基板１０の上面との間の空間も充填している。
【００６１】
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　拡散反射部材１５と波長変換層２４との境界の傾斜面１３０は、図９では、発光素子１
１側（内側）に向かって凸の曲面であるが、これに限られるものではなく、発光素子１１
の底面と透明板１の下面を直線的に結ぶ傾斜面、または、外側（リング１６側）に凸の曲
面であってもよい。
【００６２】
　また、傾斜面１３０の発光素子１１側の一端は、必ずしも図９のように発光素子１１の
底面と同じ高さにある必要はなく、少なくとも発光素子１１の側面にあればよい。発光素
子１１は、基板１０にフリップチップ実装されることが好ましい。フリップチップ実装の
場合、発光面が発光素子の底面に近い位置にあるため、傾斜面１３０による反射を最も利
用することができるためである。
【００６３】
　実施形態２の発光装置の各部の作用について説明する。発光素子１１の出射光は、波長
変換層２４に入射し、一部または全部が所定の波長の光に変換され、波長変換層２４の上
面から出射される。波長変換層２４の上面から出射される光は、透明板１に入射し、透明
板１の上面の凹凸加工領域１ａにおいて散乱されて出射される。これにより、発光素子１
１と発光素子１１の間に間隔があいていること等に起因する色度ムラや輝度ムラを低減し
、均一な色度および輝度の光を所定の配光パターンで透明板１の上面から出射することが
できる。
【００６４】
　発光素子１１の側面から出射される光は、側面から波長変換層２４に入射し、拡散反射
部材１５と波長変換層２４との境界の傾斜面１３０によって上方に反射される。これによ
り、発光素子１１の側面から出射される光の多くは、発光素子１１の内部に戻されないた
め、発光素子１１によって吸収されない。また、発光素子１１の側面と拡散反射部材１５
までの距離は短いため、波長変換層２４による吸収の影響もほとんど受けない。よって、
光の取り出し効率が向上する。
【００６５】
　つぎに、本実施形態４の発光装置の製造方法について図１０（ａ）～（ｄ）を用いて説
明する。まず、図１０（ａ）のように、実装基板１０上に発光素子１１をバンプ１２を用
いて実装する。図１０（ｂ）のように、未硬化の波長変換材料２４’を発光素子１１の上
面に塗布（滴下）し、図１０（ｃ）のように透明板１を搭載する。これにより、未硬化の
波長変換材料２４’が発光素子の側面の少なくとも一部を覆いつつ表面張力を保つことに
よって、発光素子１１の側面と透明板１の下面を接続する傾斜面１３０が形成される。こ
のとき、波長変換材料２４’の量が少なければ、発光素子１１側に凸の曲面の傾斜面１３
０が形成され、波長変換材料２４’の量を増やすと直線的な傾斜面１３０が形成され、さ
らに波長変換材料２４’の量を増やすと外側に凸の曲面の傾斜面１３０が形成される。
【００６６】
　波長変換材料２４’を所定硬化処理により硬化させ、波長変換層２４を形成する。なお
、この後の工程で波長変換層２４の形状が変わらないのであれば、完全に硬化させず、半
硬化となる条件で硬化させても良い。
【００６７】
　つぎに、未硬化の拡散反射部材１５を用意し、図１０（ｄ）のように透明板１とリング
１６との間の空間に充填する。この後、所定の条件により拡散反射部材１５を硬化させる
。
【００６８】
　なお、上述の製造方法において、図１０（ｂ）の工程では、発光素子１１の上面に未硬
化の波長変換材料２４’を塗布したが、本実施形態の製造方法はこれに限られるものでは
ない。例えば、透明板１の下面に波長変換材料２４’を塗布することも可能であるし、発
光素子１１の上面と透明板１の下面の両方に波長変換材料２４’を塗布することもできる
。サブマウント１０に実装された発光素子１１を下向きにして、波長変換材料２４’を発
光素子１１の下面、または、透明板１の上面、または、発光素子１１の下面と透明板１の
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【００６９】
　実施形態４の発光装置において、透明板１として、実施形態２または実施形態３の透明
板１を用いることも可能である。
【００７０】
　上述の実施形態１～４において、透明板１の代わりに蛍光体セラミックや蛍光体ガラス
等の波長変換機能を備えた板状部材を用いることも可能である。この場合も、実施形態１
～４のように表面に凹凸加工の領域１ａを設けることにより色度ムラおよび輝度ムラを防
止できる。縁１ｂや這い上がり防止剤塗布領域３を設けることにより、未硬化の波長変換
樹脂や未硬化の拡散防止部材が波長変換機能を備えた板状部材の上面に這い上がる現象を
防止できる。なお、波長変換機能を備えた板状部材を用いる場合には、波長変換層の代わ
りに透明材料層を用いることも可能である。
【００７１】
　上述の実施形態１～４においては透明板１の上面にのみ凹凸加工の形成された領域１ａ
を設けたが、透明板１の下面にも設けることが可能である。
【００７２】
　実施形態１～４において透明板１の領域１ａの凹凸形状は、ランダムな粗面であっても
、例えば回折格子等の特定の凹凸を繰り返した形状であってもよい。
【００７３】
　本発明の発光装置は、一般照明や自動車用灯具等の、波長変換層を備えた発光装置全般
として利用することができる。
【符号の説明】
【００７４】
１…透明板、１ａ…凹凸加工領域、１ｂ…平滑な縁、２…凹凸加工を施していない素子直
上領域、３…這い上がり防止剤塗布領域、１０…実装基板、１１…発光素子、１２…バン
プ、１５…拡散反射部材、１６…リング、２４…波長変換層、１３０…傾斜面
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年4月18日(2014.4.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、該基板上に所定の間隔をあけて実装された２以上の発光素子と、前記発光素子
上に配置された樹脂層と、前記樹脂層の上に搭載された板状部材と、前記樹脂層および板
状部材の周囲に充填された反射性樹脂部材と、前記発光素子の周囲に配置されたリング状
部材とを有し、
　前記板状部材は、前記２以上の発光素子の上面に前記樹脂層を接着層として積層され、
前記複数の発光素子上および前記発光素子間の間隔を覆っており、
　前記反射性樹脂部材は、前記板状部材と前記リング状部材との間の空間に未硬化の樹脂
を充填した後に硬化させた樹脂部材であり、
　前記板状部材は、上端の角部が曲率０．１ｍｍ以下の明確なエッジを備え、
　前記反射性樹脂部材は、前記板状部材の側面全体を覆っていることを特徴とする発光装
置。
【請求項２】
　請求項１に記載の発光装置において、前記リング状部材は、前記基板上面の外周部に沿
って配置されたセラミックリングである、ことを特徴とする発光装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の発光装置において、前記板状部材の上面の周縁には、平滑な
縁領域を備えていることを特徴とする発光装置。
【請求項４】
　基板上に所定の間隔をあけて実装された２以上の発光素子の上面を未硬化の接着層樹脂
で覆い、その上に板状部材を配置した後に前記接着層樹脂を硬化させて接着する第１工程
と、
　前記接着層樹脂および板状部材の側面の周囲と、前記発光素子の周囲に配置されたリン
グ状部材との間の空間に、未硬化の状態で流動性のある反射性樹脂材料を充填することに
より、前記板状部材の側面全体を前記反射性樹脂材料で覆う第２工程とを有し、
　前記板状部材として、上端の角部が曲率０．１ｍｍ以下の明確なエッジを備えるものを
用いることを特徴とする発光装置の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　図３（ｃ）のように、波長変換層２４が未硬化の状態で透明板１を搭載し、その後、波
長変換層２４を所定の条件で硬化させることにより、波長変換層２４を接着層として透明
板１を接着する。このとき、波長変換層２４は未硬化であるが、透明板１の上面に平滑な
縁１ｂが設けられていることと、透明板１の上端の角部のエッジが明確であることから、
透明板１の上面へ未硬化の波長変換層２４が這い上がらない。
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